
様式2 年月日

当初・変更
入札執行機隠 41390相馬港湾建設事務所

入札(見積) 執行調書入札等(契約)結果書イ成約
報誌鉾II~~日

年 災 事項

工事番号 12-41390-0062 工事名 港湾災害復旧(再復)工事(紡波堤)

入札執行年月日 24年 11月 5日 発注種別 01 一般土木工事

審議番号 公所 000000 本庁

路線・河川名 相馬法

工事館所 自 相馬市原釜地先

至

工事概要 L=l， 437. 8m i肖波工 1式 上部工総上工 1式

業 者 コ ード |指名理由 華客 札 業 者 の
業 者 名 入札額及び再入札額

700800114 1 31 南相馬市原町区青葉町1-1

度司・玉栄土木特定建設工事共同 (1) 1280，000，000 (2) 

企業体 (3) (4) 

(1 ) ( 2) 

(3 ) (4) 

(1 ) (2) 

(3) (4) 

(1 ) (2 ) 

(3) (4) 

(1 ) (2 ) 

(3) (4) 

(1) (2) 

(3) (4) 

(1 ) ( 2) 

(3 ) (4) 

( 1 ) (2) 

(3) (4) 

(1 ) (2 ) 

(3) (4) 

(1 ) 

(3) (4) 

※ 上記入札額に、消費税額を加算した額が地方自治法上の申込みに係る価格である。

※ 随意契約とする理由、変更契約の内容は、裏面のとおり。

契約 ぇ'-f年/斗月」σ日

着工 之千年/之月J.!)日

完成 ♀b年/月 ).0日

予定価 格

1370.134.500 

枝問工 1;;l:; 

住 所

落札額(契約額)

1344.000.000 



随意契約理由書

平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震により、多くの土木施設

が甚大な被害を受けている。

特に大津波により、相馬港では外郭施設、岸壁、道路等が壊滅的な被害を受け

たが、被災地復興のためには物流機能の正常化が不可欠であり、早期に港湾施

設を復旧する必要がある。

このため相馬港湾建設事務所から受注実績があり、当該復旧工事に関する豊

富な経験と実績を有する会社と地方自治法施行令第167条の2第1項第5号の規

定に基づき、随意契約をしたい。

福島県



公募型随意契約公告（大規模災害復旧工事）  

 

 下記の大規模災害復旧工事について、地方自治法施行令(昭和 22年政令第 16号。以下「施行令」という。）第

１６７条の２第１項第５号の規定により行う随意契約について、見積書の提出者を公募するので公告する。 

 

 平成２４年１０月２２日 

                            福島県相馬港湾建設事務所長 山内 正臣  

１ 工事概要 

工事番号 １２－４１３９０－００６２ 

工事名 港湾災害復旧（再復）工事（防波堤） 

工事場所 相馬港 相馬市原釜地先 

工事概要 防波堤（南）Ｌ＝１，４３７．８ｍ 消波工 １式  上部工嵩上工 １式  根固工 １式 

完成期限 ３９２日間 

予定価格 

 

※※※円 

（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

左の欄に金額の表示がない場合は、予定価

格は契約締結後に公表する。 

最低制限価格 

 

該当 

 

・該当する場合は、施行令第167条の10第2項に基づき最低制限価格を設定する

工事である。 

現場代理人 

の常駐義務 

の緩和 

該当 

 

 

・該当する場合は、この工事については、落札者の申請に基づき発注者が認め

る場合、他の工事の現場代理人をこの工事の現場代理人とすることができる。

この場合、発注者は必要な条件を付すことができる。 

再資源化等 

 

 

該当 

 

 

・該当する場合は、建設工事に係る資材の再資源化等に関する法律（平成12年

法律第104号）に基づき、分別解体等及び特定建設資材廃棄物の再資源化等の

実施が義務付けられた工事である。 

近接調整 

 

該当 

 

・該当する場合は、この工事は他の工事の近接工事であり、当該工事の施工者

が落札した場合は、請負契約締結後において間接工事費等の調整をする。 

施工形態 ・この工事については、単体企業又は特定建設工事共同企業体での施工を認める。 

 

２ 応募する者に必要な資格に関する事項 

応募する者は、次に掲げる条件及び見積書の提出に関する説明書に掲げる条件をすべて満たしている者である

こと。 

（１）単体企業の場合 

発注種別 一般土木工事 ・福島県平成23･24年度工事等請負有資格業者名簿の左の欄に表示した発

注種別において、左の欄に表示された格付等級に登録されている者であ

ること。 

格付等級 

 

Ａ 

 

許可業種 

 

土木工事業 

 

・建設業法（昭和24年法律第100号）の左の欄に表示した業種の許可を受

けている者であること。 

本店の所在地 ・県内とは、福島県内に本店を有する者であること。 

県 内 

企業の工事実績 ・元請（JVの場合は、代表構成員に限る。また、公共工事に限る（発注種別が建築工

事、電気設備工事又は暖冷房衛生設備工事であるときを除く。）。なお、ここでいう公

共工事とは、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（実績当時のもの）

で規定される公共工事の発注者、土地開発公社、地方道路公社、地方住宅供給公社、

下水道公社、土地区画整理組合、市街地再開発組合、土地改良区、公立大学法人福島

県立医科大学又は公立大学法人会津大学が発注する工事をいう。以下同じ。）として、

左の欄に表示した期間に、左の欄に表示した工事実績がある者であること。 

過去１５年以内 

港湾・漁港・海岸工事 

(船舶を使用した工事) 

企業の工事規模実績 ・元請として、左の欄に表示した期間に、１件当たりの請負金額が左の欄に表示した

金額以上の施工実績（JVの場合は、出資比率に相当する額とする。）があること。ただ

し、同一工事について、複数年度にわたって受注した場合は１件とみなす。 

過去１５年以内 

１００，０００千円以上 



技術者の工事経験 ・左の欄に表示した工事経験（配置技術者としての経験）がある監理技術者又は主任

技術者を工事現場に専任で配置できる者であること。工事経験とは、現在雇用関係に

ある企業以外での経験も含め、左の欄に表示した期間に元請の配置技術者として携わ

った経験をいい、この場合の配置技術者としての経験とは、建設業法第26条第１項で

規定する主任技術者又は同条第２項で規定する監理技術者としての経験をいう。 

・監理技術者にあっては、監理技術者資格者証及び監理技術者講習修了証を有する者

であること。 

必要なし 

 

ＪＲ近接工事 ・東日本旅客鉄道株式会社の「工事管理者」の資格を有する恒常的な雇用関係にある

者を工事現場に配置できる者であること。 

なお、「工事管理者」とは、東日本旅客鉄道株式会社が認定する「工事管理者（在来

線）資格認定証」を有する者をいう。 

該当なし 

 

 

（２）特定建設工事共同企業体の場合 

構成員の数 ・２者又は３者であること。 

構成員の組合せ ・代表構成員の資格要件を満たす者１者及び構成員共通の資格要件を満たす者１者又

は２者の組合せであること。 

結成方法 ・自主結成であること。 

各構成員の出資比率 ・２者の場合は、各者３０％以上であること。 

・３者の場合は、各者２０％以上であること。 

 発注種別 一般土木工事 ・２（１）単体企業の場合と同じ 

 

代

表

構

成

員

の

資

格

要

件 

格付等級 Ａ 

許可業種 土木工事業 ・２（１）単体企業の場合と同じ 

本店の所在地 ・２（１）単体企業の場合と同じ 

県 内 

企業の工事実績 ・２（１）単体企業の場合と同じ（代表構成員に実績が無い場合、その他の構

成員の実績でも可） 過去１５年以内 

港湾・漁港・海岸工事 

(船舶を使用した工事) 

企業の工事規模実績 ・２（１）単体企業の場合と同じ（代表構成員に実績が無い場合、その他の構

成員の実績でも可） 過去１５年以内 

１００，０００千円以上 

技術者の工事経験 ・２（１）単体企業の場合と同じ（代表構成員に実績が無い場合、その他の構

成員の実績でも可） 必要なし 

ＪＲ近接工事 ・２（１）単体企業の場合と同じ（代表構成員に実績が無い場合、その他の構

成員の実績でも可） 該当なし 

構

成

員

共

通

の

資

格

要

件 

発注種別 一般土木工事 ・２（１）単体企業の場合と同じ 

格付等級 Ａ 

許可業種 土木工事業 ・２（１）単体企業の場合と同じ 

本店または支店・営業所の

所在地 

・県内とは、福島県内に本店を有する者、又は福島県内に委任先である支店・

営業所を有する者であること。 

県 内 

 

 



３ 応募手続等 

本件は、見積書の提出後に応募資格の審査を行うため、事前の応募申請手続等は要しない。 

設計図書等の質問受付方法、見積書等の提出、契約の相手方等の公表については、見積書の提出に関する説明

書による。 

設計図書等の閲覧、見積書の提出日時などは次に示すとおりとする。 

 

項 目 期間又は期日 場 所 等 

設計図書等の 

閲覧等 

平成２４年１０月２２日（月）～ 

平成２４年１１月 ２日（金） 

相馬市中村字塚ノ町６５－１６ 振興ビル７階 

福島県相馬港湾建設事務所総務課 

設計図書等の 

質問 

 

 

 

平成２４年１０月２２日（月）～ 

平成２４年１０月２６日（金） 

 

 

相馬市中村字塚ノ町６５－１６ 振興ビル７階 

福島県相馬港湾建設事務所総務課 

電話番号   ０２４４－３６－５０２９ 

ファクシミリ ０２４４－３６－５０３４ 

電子メール souma.kouwan@pref.fukushima.lg.jp 

質問の 

回答予定 

平成２４年１０月３０日（火） 

 

福島県相馬港湾建設事務所ホームページ 

※ 見積書等の提出前に、必ずホームページにて、質問回

答の有無を確認すること。 

見積書の提出 

日時及び場所 

 

 

平成２４年１１月 ５日（月） 

午後１時３０分 

 

公開とする。見積書は持参すること。代理人による場合は、

委任状を提出すること。 

 相馬市中村字塚ノ町６５－１６ 

 振興ビル６階 ６０８号室 

※ 見積書の提出後に資格審査を行います。 

 

４ 契約の相手方の決定に関する事項 

見積書提出後、予定価格の制限の範囲内で、かつ、最低制限価格以上の有効な見積書を提出した者のうち、最

低価格の見積書を提出した者から、応募資格の審査を行い、第３順位まで仮契約候補者を決定し、本庁において

応募資格が確認された時点で、その者を契約の相手と決定する。 

 

５ 契約保証金 

契約保証金については、見積書の提出に関する説明書による。 

 

６ 見積書の無効 

２の応募する者に必要な資格のない者が提出した見積書及び見積書の提出に関する説明書において示す条件

等に違反した見積書は、無効とする。 

 

７ 契約の成立  

本工事の契約については、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年福島県条

例第21号)第2条の規定に基づき、福島県議会の議決を得たときに成立するものとする。 

ただし、契約の相手方の決定後、議決までの間に契約の相手方(法人である場合は、法人の役員又はその使用人)

が逮捕されるなど反社会的な行為等があり、その者を契約の相手方とすることが適当でないと認めるときは、契

約を締結しない。 

 

 



８ その他 

その他詳細は、見積書の提出に関する説明書による。また、不明な点は次に示すところに照会すること。 

問い合わせ先  福島県相馬港湾建設事務所総務課 

電話番号    ０２４４－３６－５０２９ 

ファクシミリ  ０２４４－３６－５０３４ 

電子メール   souma.kouwan@pref.fukushima.lg.jp 

 

〈参 考〉 見積書と一緒に提出する書類一覧表 

提出書類 

見積書 

様式第1号 資格確認書（確認のための書類を添付すること） 

(1)代理人による場合は、委任状 

(2)特定建設工事共同企業体で応募する場合は、(1)のほか代表者に他の構成員から

見積に関する一切の権限を委任された委任状 

特定建設工事共同企業体で応募する場合は、以下の書類も提出 

(1)条件付一般競争入札参加資格確認書類送付書（「福島県条件付一般競争入札実施

要領」平成19年3月30日付け19財第6401号総務部長依命通達に定める様式第5号） 

(2)特定建設工事共同企業体構成員表（様式第1号その１） 

(3)特定建設工事共同企業体協定書（様式第2号に準じる。）の写し 

 


